
議案第６８号 

 

　　　阪南市立公民館条例の一部を改正する条例制定について  

 

　阪南市立公民館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。 

 

 

　　令和７年１２月２日提出 

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　　  

 

 

提案理由 

　阪南市立中央公民館の設置場所を変更するための措置  
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阪南市立公民館条例の一部を改正する条例  

 

阪南市立公民館条例（昭和４７年阪南町条例第５３号）の一部を次の

ように改正する。  

 

　第２条の表阪南市立中央公民館の項中「阪南市尾崎町一丁目１８番１

５号」を「阪南市自然田１４６４番地」に改める。 

 

　　　附　則   

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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阪南市立公民館条例新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
改　　正　　後 改　　正　　前

 
（名称及び位置） （名称及び位置）

 
第２条　公民館の名称及び位置は、次のとお

りとする。

第２条　公民館の名称及び位置は、次のとお

りとする。
 

 

 名称 位置
 阪南市立中央公民館 阪南市自然田１４６４

番地
 略 略

 名称 位置
 阪南市立中央公民館 阪南市尾崎町一丁目１

８番１５号
 略 略
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